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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 複 数 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム 間 で デ ー タ を コ ピ ー す る で あ っ て 、
計 算 機 に 接 続 さ れ 、 計 算 機 か ら 受 信 す る デ ー タ が 格 納 さ れ る 第 一 の 論 理 ボ リ ュ ー ム を 有 す
る 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム と 、
　 前 記 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム に 接 続 さ れ 、 前 記 第 一 の 論 理 ボ リ ュ ー ム に 格 納 さ れ る デ ー
タ の 複 製 デ ー タ が 格 納 さ れ る 第 二 の 論 理 ボ リ ュ ー ム を 有 す る 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム と
を 有 し 、
　 前 記 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム は 、 計 算 機 か ら 受 信 し た ラ イ ト デ ー タ に 時 刻 情 報 を 付 与 し
、 ラ イ ト デ ー タ と 時 刻 情 報 と を 前 記 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム に 送 信 し 、
　 前 記 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム は 、 前 記 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム か ら 受 信 し た ラ イ ト デ ー
タ を 、 該 ラ イ ト デ ー タ に 付 与 さ れ て い る 時 刻 情 報 に 基 づ い た 順 序 で 前 記 第 二 の 論 理 ボ リ ュ
ー ム に 格 納 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 請 求 項 ２ 】

リ モ ー ト コ ピ ー シ ス テ ム

、

リ モ ー ト コ ピ ー シ ス テ ム

　 リ モ ー ト コ ピ ー シ ス テ ム で あ っ て 、
　 各 々 が 、 計 算 機 に 接 続 さ れ る 第 一 の 制 御 部 と 、 第 一 の 論 理 ボ リ ュ ー ム と 、 第 二 の 記 憶 装
置 シ ス テ ム に 転 送 す る デ ー タ を 格 納 す る た め の 第 一 の 記 憶 領 域 と を 備 え る 、 複 数 の 第 一 の
記 憶 装 置 シ ス テ ム と 、
　 各 々 が 、 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム に 接 続 さ れ 、 か つ 、 第 二 の 制 御 部 と 、 第 二 の 論 理 ボ リ
ュ ー ム と 、 前 記 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム か ら 受 信 し た デ ー タ を 格 納 す る た め の 第 二 の 記 憶
領 域 と を 備 え る 、 複 数 の 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム と 、 を 備 え 、
　 前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム と 前 記 複 数 の 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の 間 に 複 数 の
ペ ア が 形 成 さ れ 、 各 ペ ア が 前 記 計 算 機 か ら 受 信 し た デ ー タ を 格 納 す る た め の 第 一 の 論 理 ボ
リ ュ ー ム と 、 当 該 第 一 の 論 理 ボ リ ュ ー ム の デ ー タ の 複 製 デ ー タ を 格 納 す る た め の 第 二 の 論
理 ボ リ ュ ー ム と を 含 み 、
　 前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の 第 一 の 制 御 部 は 、 前 記 計 算 機 か ら 複 数 の ラ イ ト 要
求 を 受 信 し 、 当 該 第 一 の 制 御 部 は 、 前 記 複 数 の ラ イ ト 要 求 に 基 づ い て 受 信 し た 前 記 複 数 の
第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の 第 一 の 論 理 ボ リ ュ ー ム に 格 納 す べ き ラ イ ト デ ー タ と 、 該 ラ イ ト



【 請 求 項 ３ 】
　
　

　

【 請 求 項 ４ 】
　
　

【 請 求 項 ５ 】
　
　

【 請 求 項 ６ 】
　

　

【 請 求 項 ７ 】
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デ ー タ に 割 り 当 て ら れ た ラ イ ト 順 序 情 報 と を 、 前 記 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の 第 一 の 記 憶
領 域 に 格 納 し 、 か つ 、 前 記 計 算 機 に ラ イ ト 完 了 報 告 を 送 信 し 、
　 前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の う ち の 一 つ が 前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム
の 残 り の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム に 対 し て ラ イ ト 要 求 実 行 に 関 す る 処 理 の 保 留 を 指 示 し た
場 合 、 前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム に お い て ラ イ ト 要 求 実 行 に 関 す る 処 理 は 保 留 さ
れ 、 前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の う ち の 当 該 一 つ の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム は 、
前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の 残 り の 記 憶 装 置 シ ス テ ム に マ ー カ に 関 す る 情 報 を 送
信 し 、 前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の 第 一 の 制 御 部 は 、 マ ー カ と 、 該 マ ー カ に 割 り
当 て ら れ た 前 記 ラ イ ト 順 序 情 報 と 、 を 前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の 第 一 の 記 憶 領
域 に 格 納 し 、 ラ イ ト 要 求 実 行 の た め の 処 理 を 再 開 し 、
　 前 記 複 数 の 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の 第 二 の 制 御 部 は 、 前 記 ラ イ ト 順 序 情 報 を 含 む ラ イ
ト デ ー タ と 、 前 記 ラ イ ト 順 序 情 報 を 含 む マ ー カ と を 、 前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム
か ら 読 み 出 し 、 前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム か ら 受 信 し た ラ イ ト デ ー タ が 前 記 ラ イ
ト 順 序 情 報 と 前 記 マ ー カ に 基 づ い て 前 記 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の 第 二 の 論 理 ボ リ ュ ー ム
に 格 納 さ れ る よ う 処 理 を 制 御 す る 、 こ と を 特 徴 と す る リ モ ー ト コ ピ ー シ ス テ ム 。

請 求 項 ２ 記 載 の リ モ ー ト コ ピ ー シ ス テ ム に お い て 、
前 記 第 二 の 制 御 部 が 前 記 ラ イ ト 順 序 情 報 を 含 む ラ イ ト デ ー タ と 前 記 ラ イ ト 順 序 情 報 を 含

む マ ー カ と を 前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム か ら 読 み 出 す 際 、 前 記 第 二 の 制 御 部 は 、
前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム に 複 数 の 転 送 要 求 を 送 信 し 、 当 該 複 数 の 転 送 要 求 へ の
返 答 と し て 、 前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム か ら 前 記 ラ イ ト 順 序 情 報 を 含 む ラ イ ト デ
ー タ と 前 記 ラ イ ト 順 序 情 報 を 含 む マ ー カ と を 受 信 し 、 受 信 し た 前 記 ラ イ ト 順 序 情 報 を 含 む
ラ イ ト デ ー タ と 前 記 ラ イ ト 順 序 情 報 を 含 む マ ー カ と を 前 記 複 数 の 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム
の 第 二 の 記 憶 領 域 に 格 納 し 、

前 記 複 数 の 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の う ち の 一 つ が 前 記 複 数 の 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム
の 残 り の 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム に 対 し て 第 二 の 論 理 ボ リ ュ ー ム に ラ イ ト デ ー タ を 格 納 す
る よ う 指 示 し 、 前 記 第 二 の 制 御 部 は 、 前 記 マ ー カ に 達 す る ま で 、 ラ イ ト デ ー タ を 、 該 ラ イ
ト デ ー タ に 割 り 当 て ら れ た ラ イ ト 順 序 情 報 に 基 づ き 、 前 記 第 二 の 記 憶 領 域 か ら 前 記 第 二 の
論 理 ボ リ ュ ー ム に 格 納 す る よ う 制 御 す る 、 こ と を 特 徴 と す る リ モ ー ト コ ピ ー シ ス テ ム 。

請 求 項 ３ 記 載 の リ モ ー ト コ ピ ー シ ス テ ム に お い て 、
前 記 ラ イ ト デ ー タ 又 は 前 記 マ ー カ に シ ー ケ ン シ ャ ル 番 号 と し て 割 り 当 て ら れ た ラ イ ト 順

序 情 報 は 、 当 該 ラ イ ト デ ー タ を 前 記 計 算 機 か ら 受 信 し た 順 序 を 示 す 、 こ と を 特 徴 と す る リ
モ ー ト コ ピ ー シ ス テ ム 。

請 求 項 ３ 記 載 の リ モ ー ト コ ピ ー シ ス テ ム に お い て 、
前 記 マ ー カ に 関 す る 情 報 が 番 号 を 含 み 、 前 記 第 一 の 制 御 部 は 、 当 該 番 号 を そ れ ぞ れ 含 む

マ ー カ を 前 記 第 一 の 記 憶 領 域 に 格 納 す る 、 こ と を 特 徴 と す る リ モ ー ト コ ピ ー シ ス テ ム 。

請 求 項 ５ 記 載 の リ モ ー ト コ ピ ー シ ス テ ム に お い て 、
　 前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の う ち の 前 記 一 つ の 記 憶 装 置 シ ス テ ム は 、 繰 り 返 し
、 前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の 残 り の 記 憶 装 置 シ ス テ ム に 対 し て ラ イ ト 要 求 実 行
の た め の 処 理 の 保 留 を 指 示 し て 、 前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の 残 り の 記 憶 装 置 シ
ス テ ム に 前 記 マ ー カ に 関 す る 情 報 を 送 信 し 、

前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の う ち の 前 記 一 つ の 記 憶 装 置 シ ス テ ム は 、 前 記 マ ー
カ に 関 す る 情 報 を 前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の 残 り の 記 憶 装 置 シ ス テ ム に 送 信 す
る と 、 前 記 マ ー カ に 関 す る 情 報 に 含 ま れ る 番 号 の 値 を 増 加 さ せ る 、 こ と を 特 徴 と す る リ モ
ー ト コ ピ ー シ ス テ ム 。

請 求 項 ５ 記 載 の リ モ ー ト コ ピ ー シ ス テ ム に お い て 、



　

【 請 求 項 ８ 】
　
　

【 請 求 項 ９ 】
　

【 請 求 項 １ ０ 】
　

【 請 求 項 １ １ 】
　

【 請 求 項 １ ２ 】
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前 記 複 数 の 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の う ち の 前 記 一 つ の 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム が 前 記
複 数 の 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の 残 り の 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム に 対 し て ラ イ ト デ ー タ を
第 二 の 論 理 ボ リ ュ ー ム に 格 納 す る よ う 指 示 す る と 、 前 記 複 数 の 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の
う ち の 当 該 一 つ の 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム は 、 前 記 マ ー カ に 含 ま れ る 番 号 を 指 定 し 、 前 記
第 二 の 制 御 部 は 、 前 記 複 数 の 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の う ち の 前 記 一 つ の 第 二 の 記 憶 装 置
シ ス テ ム に よ っ て 指 定 さ れ た 番 号 を 含 む 前 記 マ ー カ に 達 す る ま で 、 ラ イ ト デ ー タ を 、 該 ラ
イ ト デ ー タ に 割 り 当 て ら れ た ラ イ ト 順 序 情 報 に 基 づ き 、 前 記 第 二 の 記 憶 領 域 か ら 第 二 の 論
理 ボ リ ュ ー ム に 格 納 す る 、 こ と を 特 徴 と す る リ モ ー ト コ ピ ー シ ス テ ム 。

請 求 項 ３ に 記 載 の リ モ ー ト コ ピ ー シ ス テ ム に お い て 、
第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム か ら 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム へ の ラ イ ト デ ー タ の 転 送 の ペ ー ス

は 、 前 記 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の 第 二 の 制 御 部 か ら 前 記 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム に 対 し
て 発 行 さ れ る 転 送 要 求 に よ っ て 制 御 さ れ る 、 こ と を 特 徴 と す る リ モ ー ト コ ピ ー シ ス テ ム 。

請 求 項 ８ 記 載 の リ モ ー ト コ ピ ー シ ス テ ム に お い て 、
前 記 ラ イ ト デ ー タ の 転 送 の ペ ー ス は 、 前 記 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム が 受 信 す る ラ イ ト デ ー
タ 量 に 基 づ い て 制 御 さ れ る 、 こ と を 特 徴 と す る リ モ ー ト コ ピ ー シ ス テ ム 。

請 求 項 ８ 記 載 の リ モ ー ト コ ピ ー シ ス テ ム に お い て 、
前 記 ラ イ ト デ ー タ の 送 信 ペ ー ス は 、 前 記 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の 負 荷 に 基 づ い て 制 御 さ
れ る 、 こ と を 特 徴 と す る リ モ ー ト コ ピ ー シ ス テ ム 。

請 求 項 ８ 記 載 の リ モ ー ト コ ピ ー シ ス テ ム に お い て 、
各 々 の 第 一 の 記 憶 領 域 は 、 少 な く と も 一 つ の 物 理 記 憶 デ バ イ ス に よ っ て 構 成 さ れ た 論 理 ボ
リ ュ ー ム 上 の 記 憶 領 域 を 含 む 、 こ と を 特 徴 と す る リ モ ー ト コ ピ ー シ ス テ ム 。

　 リ モ ー ト コ ピ ー シ ス テ ム で あ っ て 、
　 各 々 が 、 計 算 機 に 接 続 さ れ る 第 一 の 制 御 部 と 、 第 一 の 論 理 ボ リ ュ ー ム と 、 第 二 の 記 憶 装
置 シ ス テ ム に 転 送 す る デ ー タ を 格 納 す る た め の 第 一 の 記 憶 領 域 と を 備 え る 、 複 数 の 第 一 の
記 憶 装 置 シ ス テ ム と 、
　 各 々 が 、 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム に 接 続 さ れ 、 か つ 、 第 二 の 制 御 部 と 、 第 二 の 論 理 ボ リ
ュ ー ム と 、 前 記 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム か ら 受 信 し た デ ー タ を 格 納 す る た め の 第 二 の 記 憶
領 域 と を 備 え る 、 複 数 の 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム と 、 を 備 え 、
　 前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム と 前 記 複 数 の 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の 間 に 複 数 の
ペ ア が 形 成 さ れ 、 各 ペ ア が 前 記 計 算 機 か ら 受 信 し た デ ー タ を 格 納 す る た め の 第 一 の 論 理 ボ
リ ュ ー ム と 、 当 該 第 一 の 論 理 ボ リ ュ ー ム の デ ー タ の 複 製 デ ー タ を 格 納 す る た め の 第 二 の 論
理 ボ リ ュ ー ム と を 含 み 、
　 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の 第 一 の 制 御 部 が 前 記 計 算 機 か ら ラ イ ト 要 求 を 受 信 す る と 、 当
該 第 一 の 制 御 部 は 、 一 つ の ペ ア に 含 ま れ る 第 一 の 論 理 ボ リ ュ ー ム に 対 し て 前 記 ラ イ ト 要 求
に 基 づ き 格 納 す べ き ラ イ ト デ ー タ と 、 該 ラ イ ト デ ー タ に 割 り 当 て ら れ た ラ イ ト 順 序 情 報 と
を 、 当 該 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の 第 一 の 記 憶 領 域 に 格 納 し 、 か つ 、 前 記 計 算 機 に ラ イ ト
完 了 報 告 を 送 信 し 、
　 前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の う ち の 一 つ が 前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム
の 残 り の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム に 対 し て ラ イ ト 要 求 実 行 に 関 す る 処 理 の 保 留 を 指 示 し た
場 合 、 前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム に お い て ラ イ ト 要 求 実 行 に 関 す る 処 理 は 保 留 さ
れ 、 前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の う ち の 当 該 一 つ の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム は 、
前 記 複 数 の 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の 残 り の 記 憶 装 置 シ ス テ ム に マ ー カ に 関 す る 情 報 を 送
信 し 、 各 々 の 第 一 の 制 御 部 は 、 該 第 一 の 制 御 部 を 含 む 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の 第 一 の 記
憶 領 域 に 、 マ ー カ と 、 該 マ ー カ に 割 り 当 て ら れ た 前 記 ラ イ ト 順 序 情 報 と を 格 納 し 、 ラ イ ト
要 求 実 行 の た め の 処 理 が 再 開 さ れ 、
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　 一 つ の ペ ア に 含 ま れ る 第 二 の 論 理 ボ リ ュ ー ム を 含 む 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の 第 二 の 制
御 部 は 、 当 該 第 二 の 論 理 ボ リ ュ ー ム と 同 一 の ペ ア に 含 ま れ る 第 一 の 論 理 ボ リ ュ ー ム を 含 む
第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム に 対 し て 転 送 要 求 を 繰 り 返 し 発 行 し て 、 当 該 第 二 の 制 御 部 が 発 行
し た 一 又 は 複 数 の 転 送 要 求 へ の 返 答 と し て 、 前 記 ラ イ ト 順 序 情 報 を 含 む ラ イ ト デ ー タ と 前
記 ラ イ ト 順 序 情 報 を 含 む マ ー カ の 双 方 が 前 記 第 一 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム か ら 前 記 第 二 の 記 憶
装 置 シ ス テ ム に 転 送 さ れ る よ う に し 、 前 記 第 二 の 制 御 部 は 、 前 記 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム
の 第 二 の 記 憶 領 域 に 、 前 記 ラ イ ト 順 序 情 報 を 含 む ラ イ ト デ ー タ と 、 前 記 ラ イ ト 順 序 情 報 を
含 む マ ー カ と を 格 納 し 、
　 前 記 複 数 の 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の う ち の 一 つ が 前 記 複 数 の 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム
の 残 り の 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム に 対 し て 第 二 の 論 理 ボ リ ュ ー ム に ラ イ ト デ ー タ を 格 納 す
る よ う 指 示 す る と 、 各 々 の 第 二 の 制 御 部 は 、 前 記 マ ー カ に 達 す る ま で 、 該 第 二 の 制 御 部 を
含 む 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の 第 二 の 記 憶 領 域 か ら 当 該 第 二 の 記 憶 装 置 シ ス テ ム の 第 二 の
論 理 ボ リ ュ ー ム に 、 ラ イ ト デ ー タ を 、 該 ラ イ ト デ ー タ に 割 り 当 て ら れ た 前 記 ラ イ ト 順 序 情
報 に 基 づ い て 格 納 す る 、 こ と を 特 徴 と す る リ モ ー ト コ ピ ー シ ス テ ム 。
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